
有料職業紹介契約書 
 

 

 

                  (以下｢甲｣という)と、株式会社ドットコム・マーケティング(以下｢乙｣という)とは、

甲の人材採用に関し、甲の乙に対する人材紹介業務の委託を目的として、下記のとおり契約する(以下｢本契約｣という)。 

 

第１条(委託事項) 

甲は乙に対して、甲が必要とする人材の採用に関するコンサルティング及び有料職業紹介業務(以下｢本件業務｣という)

を委託し、乙はこれを受託する。 
 

第２条(報酬の発生) 

 本件業務に対する乙の報酬(以下｢本件報酬｣という)は、甲が乙から紹介された人材を採用することを決定し、当該人材

(以下｢採用決定者｣という)が甲に入社した時点で発生する。 
 

第３条(報酬の請求、支払いおよび報酬額) 

 １． 乙は、本件報酬の発生した日の属する月の末営業日付けで、甲に対し、報酬の支払を請求する。 

 ２． 甲は、乙に対し、前項の請求を行った日の属する月の翌月の末日までに、乙が指定した銀行口座へ振り込む方法に

より、本件報酬を支払うものとする。 

 ３． 本件報酬の額は、別途｢見積書｣にて定める。 
 

第４条(資料等の提供) 

 甲は乙に対し、乙の要請に従い、本件業務の遂行に必要な資料及び情報の提供を行うものとする。 
 

第５条(採用の決定と通知) 

 甲は、甲が乙から紹介された人材を採用することを決定した場合、乙に対し、直ちに当該採用決定の事実および労働条件

(賃金、労働時間、業務内容等、甲と採用決定者が締結する雇用に関する契約書に記載される条件を含むがこれに限られな

い)を書面、ＦＡＸまたはメールにより通知しなければならない。 
 

第６条(特命事項) 

 第３条の規定にかかわらず、甲が特に指名する人材に関し、乙が本件業務を行う場合等特命事項について本件報酬の発生

および額等に関しては、甲および乙にてその都度定める。この場合、乙の甲に対する本件業務にかかる費用の前払い請求を

定めることも妨げられないものとする。 
 

第７条(返済義務) 

 採用決定者が、入社辞退や自己都合により退職した場合、または本人の責に帰する事由により解雇された場合、乙は、甲

に対し、次の基準で本件報酬を返還するものとする。但し、採用決定者に対する。労働条件が本件雇用契約の内容と著しく

異なることに起因する退職の場合はこの限りではない。 

   入社辞退、退職、解雇が 

     入社後１ヶ月未満の場合：本件報酬の８０％ 

     入社後１ヶ月以上３ヶ月未満の場合：本件報酬の５０％ 

入社後３ヶ月以上６ヶ月未満の場合：本件報酬の１０％ 

第８条(機密の保持) 

 甲および乙は、それぞれ、本契約の締結または履行に際して知り得た情報を第三者に開示、提供または預託してはならな

い。但し、正当な権限のある官公署の求めによる場合はこの限りではない。また、本条の規定は本契約の終了後といえども

有効とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

第９条(反社会的勢力の排除) 

１． 甲及び乙は、相手方当事者またはその代理人が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。 

①．自ら又はその役員・従業員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の社会運動等標ぼう

ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者又はこれらと密接な関係を有する者(以下あわせて｢反社会的勢力｣

という)であること。自ら又はその役員・従業員が反社会的勢力に協力若しくは関与していること、又はその経営に反

社会的勢力が関与していること。 

②．その相手方当事者に対し、直接又は第三者を介して、暴力的な要求行為、法的な責を超えた不当な要求行為、脅迫

的な言動又は暴力を用いる行為、その他これらに準ずる行為を行っていること。 

③．その相手方当事者に対し直接又は第三者を介して、風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いることにより、信用

を毀損し又は業務を妨害すること、その他これらに準ずる行為を行っていること。 

④．反社会勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行っていること。 

２． 甲及び乙は、相手方当事者またはその代理人が、前項各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、何ら催告す

るとなく、相手方当事者に対する書面通知をもって直ちに本契約を解除することができる。 

３． 前項による解除権の行使は、解除当事者による相手方当事者への損害賠償の請求を妨げない。また解除当事者は、

解除権の行使により相手方当事者に生じた損害を賠償する責を負わない。 

４． 甲又は乙に第１項各号の事由がある場合、かかる甲又は乙は相手方当事者に対して本契約下で負担する一切の債務

につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方当事者に弁済しなければならない。 
 

第１０条(有効期間) 

 本契約の有効期間は、締結日から１年間とする。ただし本契約の有効期間満了の１ヶ月前までに、甲または乙から、相手

方に対し、契約内容の変更の旨の、または、本契約を更新しない旨の書面による通知がない場合は、本契約は同内容にて１

年単位で自動更新するものとする。 
 

第１１条(合意管轄) 

甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、乙の所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判所とすることに合意

する。 
 

第１２条(協議) 

本契約に定めのない事項、または本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合には甲乙双方は互いに誠意をもって協議し、円

満に解決を図るものとする。    

 

 

本契約成立の証として、甲乙は本契約書を２通作成し、各自記名捺印の上甲乙がそれぞれ１通を所持するものとする。 

 

 

   年   月   日 

 

 

甲  住 所 

   会社名 

 

   代表者                        印 

 

 

 

乙  住 所    新潟県新潟市中央区米山4丁目1-23 

   会社名   株式会社 ドットコム・マーケティング 

   代表者   代表取締役社長  大江 孝之       印 
          

         有料職業紹介事業許可証  

         許可番号    １５－ユ－３０００９６  


